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原子力施設等におけるトピックス 

（令和 4 年 4 月 11 日～4 月 17 日） 

令和 4 年 4 月 20 日  

原 子 力 規 制 庁  

〇令和 4 年 4 月 11 日～4 月 17 日の間に発生した以下の法令報告事象に該当する事案は、下表のとおり。 

 原子炉等規制法第６２条の３又は放射性同位元素等規制法第３１条の２に基づく報告事案（発生に係る報告に限る） 

発表日 事業者名 事業所名 件名 備考 

4 月 15 日 防衛省 航空自衛隊第６航空団 放射性同位元素の所在不明について  

 

〇主要な原子力事業者（＊）の原子力事業所内で令和 4 年 4 月 11 日～4 月 17 日の間に発生した以下に該当する事案は、下表のとおり。 

 保安規定に定める運転上の制限(LCO)から逸脱した事案 

 原子炉等規制法第６２条の３に基づく報告事項に該当しないが安全確保に関係する事案で、事業者がプレス公表したもの 

＊････原子力発電所を所有する電気事業者、日本原子力研究開発機構及び日本原燃㈱ 

発表日 事業者名 事業所名 件名 備考 

   該当なし  

＜参考＞ 海外の原子力施設におけるトピックス  

該当なし 

 

＜その他＞  

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センターウラン濃縮施設における査察用封印の毀損に係る報告 

（原子炉等規制法第６７条第１項及び国際規制物資の使用等に関する規則第７条第２９項に基づく報告事案） 

 

 

（別紙１） 防衛省航空自衛隊からの報告の概要 

（別紙２） 人形峠環境技術センターウラン濃縮施設における査察用封印の毀損に係る報告書 



                      

 

 

  

2022 年 4月 15 日 

 

防衛省より 
放射性同位元素の所在不明について報告を受けました 

 

原子力規制委員会は、本日（１５日）、防衛省 航空自衛隊 第６航空団（以下「航空

自衛隊」という。）より、放射性同位元素の所在不明について、放射性同位元素等の規制

に関する法律第３１条の２の規定に基づく法令報告事象に該当するものとし、報告を受

けました。 
 

記 

 

１．航空自衛隊からの報告内容 

本日（１５日）、航空自衛隊より、密封線源（クリプトン８５）が所在不明になったこ

とから、放射性同位元素等の規制に関する報告第３１条の２の規定に基づく報告事象に

該当するとの報告を受けました。 

航空自衛隊から受けた報告の概要は別紙のとおりです。 

２．所在不明の放射性同位元素 

 密封線源（クリプトン８５） 〈別添図参照〉 

３．原子力規制委員会の対応 

今後、航空自衛隊が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 

なお、当該線源を発見された方は、直接触れずに、最寄りの警察署、海上保安庁又は

以下の電話番号に御連絡ください。 

・航空自衛隊小松基地 第６航空団司令部装備部 電話：0761-22-2101（内：241） 

・原子力規制庁 長官官房 総務課 事故対処室 電話：03-5114-2121 

 

≪担当≫ 

原子力規制庁 長官官房 総務課 事故対処室 

室長：金子 真幸 

担当：松田 

電話：０３－３５８１－３３５２(代表) 

０３－５１１４－２１２１(直通) 

　　　　（別紙１）
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航空自衛隊からの報告の概要 

（４月１５日１２時５７分までに受けたもの） 

 

 

○令和４年１月３１日に石川県小松沖約 5km の地点にて墜落した航空自衛隊第

６航空団所属の「Ｆ－１５戦闘機」には、密封線源（クリプトン８５）を内

蔵したエンジン点火装置（以下、「エキサイタ」という。）が４個装備されて

いた。 

 

○４月１日までに墜落現場周辺の捜索を行った結果、密封線源を内蔵したエキ

サイタ４個のうち 1 個は未回収である。また、発見された３個のうち１個

は、損傷が激しく内蔵された線源が所在不明になっている。 

 

〇回収したエキサイタは内蔵する線源とともに航空自衛隊の貯蔵箱で保管して

いる。 

 

○現時点で密封線源が回収されていないことから、本日（４月１５日）、放射

性同位元素等の規制に関する法律第３１条の２に基づく法令報告事象（放射

性同位元素の所在不明）に該当すると判断した。（４月１５日１２時５７分

に原子力規制庁へ連絡） 

 

○なお、航空自衛隊第６航空団が所属する小松基地では、事故発生直後から救

難活動に専念しており、その後も航空機捜索を継続していたことから、対象

物品の所在不明の通報が現時点となった。 

 

 

 

以  上  

別紙 
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（１）Ｆ－１５ 
 

 
※エキサイタは左右エンジンに各２個（計４個） 

 
 
（２）エンジン 
 

 
 

※本資料は防衛省より提供を受けたものである。 

別添図 
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（３）エンジン点火装置（エキサイタ） 
 
 

ガラス管内部にＫｒ－８５が封入 

（約 30mm×20mm） 
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　　　　（別紙２）
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